


大牟田市農業委員会「農地利用最適化推進委員」募集要項
　
大牟田市農業委員会では、農業委員会等に関する法律に基づき、農地利用最適化推進委員を募集します。

１．募集人数
　　　１２人
　　　　＊農地利用最適化推進委員は、担当区域の設定があります。
　　　　＊各担当区域及び募集人数は別紙（３、４ページ）のとおり

２．任用期間
　　農業委員会が委嘱した日から（令和８年７月２１日以降）から令和１１年７月１９日まで

３．身分	
　　大牟田市の特別職の非常勤職員

４．職務内容
　・農業委員会が定める区域内の担い手への農地利用の集積・集約化、耕作放棄地の発生防止・解消等地域における現場活動を行います。
　・担当する区域内の農地等の利用の最適化の推進について、農業委員会総会等に出席して意見を述べることが出来ます。

５．委員報酬
　　月額３６，６００円

６．農業委員との兼任
　　農業委員と兼任することはできません。

７．推薦を受ける者及び応募する者の資格
　　農業に関する見識及び農地等の利用の最適化の推進に熱意を有する者。
　　ただし、次のいずれかに該当する者は除く。
　（１）破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
　（２）禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
　（３）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条に規定する暴力団若しくは暴力団委員又これらと密接な関係を有する者

８．推薦及び応募に係る手続き等
　　　（１）のいずれかの規定の様式に必要な事項を記入のうえ、（２）の添付書類を添えて、郵送又は持参により、大牟田市農業委員会事務局まで提出してください。
　　　なお、推薦及び応募に係る書類は返却しませんのでご了承ください。


（１）提出書類
　　　農業者等（個人３名以上）が推薦する場合・・・様式第１号
　　　農業者等（農業者団体等）が推薦する場合・・・様式第２号
　　　個人で応募する場合　・・・・・・・・・・・・様式第３号
（２）添付書類
　　　推薦を受ける者又は応募する者の住民票１通
（住民票は、発行後３か月以内のもので、本籍の記載があり、マイナンバーの記載がないもの）
（３）提出先
　　　提出書類は、郵送又は持参により下記問い合わせ先へ提出してください。
（４）受付期間【期間内必着】
令和８年３月２日（月）から令和８年４月２日(木)まで
　　　＊持参される場合は、平日の午前８時３０分から午後５時１５分までに提出してください。

９．選考方法
　　　大牟田市農業委員会総会にて選考します。（必要に応じて面接を行うことがあります。）
　　　なお、選任結果は、推薦をする者並びに推薦を受ける者及び応募する者の全員に文書で通知します。

１０．情報の公表
　　　受付期間の中間及び終了後に、大牟田市ホームページで以下の内容を公表します。
　（１）推薦又は応募する担当する区域
（２）推薦をする者（個人の場合）の氏名、職業、年齢及び性別
　（３）推薦をする者（法人又は団体の場合）の名称、目的、代表者又は管理人の氏名、構成員の数及び構成員たる資格・要件
　（４）推薦を受ける者又は応募する者の氏名、職業、年齢、性別、経歴及び農業経営の状況
　（５）推薦又は応募の理由
　（６）推薦をする者が、推薦を受ける者を大牟田市農業委員会委員に推薦しているか否かの別、又は応募する者が、大牟田市農業委員会委員に応募しているか否かの別
　
１１．問い合わせ先
　　　〒836-8666
　　　大牟田市有明町２丁目３番地
　　　大牟田市 農業委員会事務局
　　　電話0944-41-2885　ＦＡＸ0944-41-2756


≪農地利用最適化推進委員の区域ごとの募集人数≫（別紙）

	区域名
	区　　域
	推進委員の数

	岬
	大字岬、昭和開
	１

	大牟田北
	大字手鎌、大字唐船、大字甘木、健老町、新開町、北磯町、明治町１丁目、明治町２丁目、明治町３丁目、新栄町、恵比須町、城町１丁目、城町２丁目、中町１丁目、中町２丁目、大黒町１丁目、大黒町２丁目、大黒町３丁目、大黒町４丁目、椿黒町、天神町、浜町、上白川町１丁目、上白川町２丁目、下白川１丁目、下白川２丁目、中白川町１丁目、中白川町２丁目、中白川町３丁目、大字白川、鳥塚町、柿園町１丁目、柿園町２丁目、柿園町３丁目、旭町１丁目、旭町２丁目、旭町３丁目、東新町１丁目、東新町２丁目、日出町１丁目、日出町２丁目、日出町３丁目、長溝町、通町１丁目、通町２丁目、八尻町１丁目、八尻町２丁目、八尻町３丁目、亀甲町、平原町、八本町、栄町１丁目、栄町２丁目、浅牟田町、瓦町、亀谷町、龍湖瀬町、焼石町、三坑町、大浦町、合成町、早鐘町、稲荷町
	１

	大牟田南
	西新町、岬町、浜田町、西浜田町、新地町、住吉町、中友町、港町、中島町、大正町１丁目、大正町２丁目、大正町２丁目、大正町３丁目、大正町４丁目、大正町５丁目、大正町６丁目、本町１丁目、本町２丁目、本町３丁目、本町４丁目、本町５丁目、本町６丁目、橋口町、古町、築町、常盤町、泉町、山下町、一本町、東泉町、新港町、小浜町、小浜町１丁目、小浜町２丁目、小浜町３丁目、松原町、松原町２丁目、久保田町１丁目、久保田町２丁目、不知火町１丁目、不知火町２丁目、不知火町３丁目、有明町１丁目、有明町２丁目、曙町、上町１丁目、上町２丁目、松浦町、出雲町、山上町、谷町、左古町、西宮浦町、東宮浦町、小川町、笹林町１丁目、笹林町２丁目、宝坂町１丁目、宝坂町２丁目、原山町、一浦町、上官町１丁目、上官町２丁目、上官町３丁目、上官町４丁目、宮坂町、宮山町、真道寺町、西港町１丁目、西港町２丁目、諏訪町１丁目、諏訪町２丁目、諏訪町３丁目、千代町、白金町、山下町、正山町、浄真町、昭和町、黄金町１丁目、黄金町２丁目、花園町、七浦町、末広町、入船町、三川町１丁目、三川町２丁目、三川町３丁目、三川町４丁目、三川町５丁目、汐屋町、天領町１丁目、天領町２丁
	１

	
	目、天領町３丁目、右京町、八江町、田端町、片平町、延命寺町、若宮町、駛馬町、青葉町、宮原町１丁目、宮原町２丁目、高砂町、姫島町、加納町１丁目、加納町２丁目、樋口町、上屋敷町１丁目、上屋敷町２丁目、船津町、船津町１丁目、船津町２丁目、南船津町１丁目、南船津町２丁目、南船津町３丁目、南船津町４丁目、長田町、藤田町、馬場町、宮原町１丁目、宮原町２丁目、一部町、馬込町１丁目、馬込町２丁目、沖田町、米生町１丁目、米生町２丁目、臼井新町１丁目、臼井新町２丁目、四山町、浪花町、三里町１丁目、三里町２丁目、三里町３丁目、早米来町１丁目、早米来町２丁目、桜町、飯田町、野添町、臼井町、神田町
	

	倉永
	大字倉永
	１

	宮崎
	大字宮崎、大字吉野
	１

	上内
	大字上内
	１

	岩本
	大字岩本、岩本新町１丁目、岩本新町２丁目
	１

	四箇
	大字四ケ、四箇新町１丁目、四箇新町２丁目、四箇新町３丁目
	１

	銀水
	大字草木、大字田隈、大字久福木、大字宮部、大字橘、大字白銀
	１

	三池
	大字三池、大字今山、大字歴木、大字新町
	１

	玉川
	大字櫟野、大字教楽来
	１

	勝立
	大字勝立、萩尾町１丁目、萩尾町２丁目、東萩尾町、下池町、笹原町１丁目、笹原町２丁目、笹原町３丁目、馬渡町、天道町、新勝立町１丁目、新勝立町２丁目、新勝立町３丁目、新勝立町４丁目、新勝立町５丁目、新勝立町６丁目
	１







